
消 防 団 車 両 運 転 者 報 告 書

年 月 日

消防団長 様

（中央 ・ 南 ・ 北 ・ 関宿）方面隊長 氏 名 .

第 分団 部 氏 名 .

令和５年４月１日付けをもって、裏面一覧のとおり消防団車両を運転いたしますので、

運転免許証の写しを添えて報告します。

【確認事項】

１． 消防団車両を運転するには、運転免許証を取得してから２年以上の者を運転させる

こと。

（道路交通法により、免許取得後２年未満の者は緊急自動車を運転することができない。）

２．消防団車両を運転する可能性がある者を裏面に記名のうえ方面隊長に提出してくだ

さい。

３．運転免許証の種類は、上位の免許に○を付けること。

４．消防団車両を運転する可能性のある者は、運転免許証の写しを提出すること。

必ず原本をコピーすること。

５．裏面に記載した団員で、運転免許証を更新した場合は、運転免許証の写しを消防署

へ提出してください。



第 分団 部

ふりがな

氏 名
有効期限 免許の種類

1 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

2 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

3 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

4 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

5 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

6 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

7 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

8 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

9 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

10 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

11 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

12 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

13 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

14 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車

15 年 月
(大型・中型・準中型・普通)

自動車


